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	（様式第1号）
（上）契約書
上小阿仁村長（以下「甲」という。）、秋田県信用保証協会長（以下「乙」という。）、上小阿仁村商工会長（以下「丙」という。）の三者は、上小阿仁村中小企業振興融資斡旋制度運用の円滑化を図るため、次の条項により契約を締結する。
第1条　甲は乙に対し金　　　　万円也を契約の日から　　　　年　　月　　日まで年利　　％で寄託する。
2　乙が前項の寄託を受けたときは、甲に寄託金預り証を提出するものとする。
3　寄託期間満了のときは、乙は甲に対し寄託元金及び利息を一括返済するものとする。
第2条　乙は前条第１項の寄託金を甲より受領したときは、遅滞なく甲の指定する金融機関に甲が指定した額を預託利率年　　％で預託し、預託金の5倍の額を目標として信用保証を行うものとする。
第3条　この制度による保証の実施要領は、次によるものとする。
	保証条件
	保証人1名以上

	
	保証料
	年率　　％

	
	貸出利息
	年率　　％以内

	
	取扱金融機関
	

	
	申込受付場所
	

	
	特約事項
	

	
	2　この制度に関する申込書類には㊤の記号を付して処理するものとする。
3　融資斡旋の可否は甲、乙、丙及び関係機関協議の上、決定するものとする。
4　乙はこの契約による保証実績を翌月5日まで甲、丙に報告するものとする。
第4条　この契約に定めない事項または契約の変更を要するときは、甲、乙、丙協議の上、行うものとする。
本契約の証として本書3通を作成し、甲、乙、丙各1通を保有するものとする。
　　　　年　　月　　日
甲
乙
丙

	保証対象業者
	
	
	

	資金の使途
	事業運営に必要な運転資金または軽易な設備資金
	
	

	保証限度
	一企業者につき本制度保証残高金
万円以内
	
	

	保証期間
	運転3年以内　　設備5年以内
	
	

	返済方法
	割賦又は一括償還
	
	



